
うきは市人事行政の運営等の状況の公表

１  任免及び職員数に関する状況

(1)職員の任免(令和６年度)

ア 職員の採用 (単位：人)

(注)国や他団体との人事交流に伴う採用を含みます。

イ職員の退職 (単位：人)

(注)国や他団体との人事交流に伴う退職を含みます。

(2)部門別職員数の状況と主な増減理由

2 市は、この他に会計年度任用職員や臨時的任用職員などを必要に応じて任用しています。

　うきは市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成31年3月20日条例第1号)
の規定に基づき、うきは市の人事行政の運営等の状況を次のとおり公表します。

　令和６年度に新たに採用された一般職の職員及び退職した一般職の職員の状況は、
次のとおりです。

(各年4月1日現在、単位：人)　

(注)1 職員とは、一般職に属する職員のことで、地方公務員の身分を保有する休職者などを含
   み、市長などの特別職や教育長、非常勤職員を除いた実配置数です。

3 公営企業等会計部門の「その他」とは、国民健康保険・後期高齢者医療などの特別会計の
   ことです。

合計 行政職 技能労務職
15 15 0

区分
新規採用

合計 行政職 技能労務職
定年退職 2 2 0
その他 14 12 2
合計 16 14 2

区分

退
職

区分

　　部門 令和６年 令和７年

議会 3 3 0

総務 57 57 0

税務 18 17 -1
・適材職員の配置が困難

農林水産 15 16 1
・第２係長配置による増員

商工 11 11 0

土木 16 17 1
・職員の兼任に伴う体制強化

民生 55 50 -5
・調理員の退職による減員（不補充）

・保育所閉園による減員

衛生 23 23 0

計 198 194 -4

19 19 0

0 0 0

217 213 -4

6 7 1
・組織の人員配置及び業務分担の見直

し

10 11 1
・第２係長配置による増員

16 18 2

233 231 -2
〔259〕 〔259〕 〔　　〕

合 計
※〔  〕内は、条例定数の合計

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

そ の 他

小　　　計

対前年　　
増減数

主な増減理由

公

営

企

業

等

会

計

部

門

職 員 数

教 育 部 門

消 防 部 門

小 計

下 水 道
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２ 人事評価の状況

評価対象者

評価対象期間

評価方法

評価結果の活用

３ 給与の状況

(1)人件費の状況(普通会計決算)

(2)職員給与費の状況(普通会計決算)

(注)1 職員手当には退職手当を含みません。

2 職員数は令和6年4月1日現在の人数です。また、任期付き短時間勤務職員(再任用職員(短時間勤務))

 及び会計年度任用職員は含みません。

3 給与費については、任期付き短時間勤務職員(再任用職員(短時間勤務))の給与費が含まれますが、

 会計年度任用職員の給与費は含まれていません。また、給与費には事業費支弁に係る分を含みます。

(3)職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況(令和7年4月1日現在)

一般行政職、技能労務職の平均給料月額等は以下のとおりです。

(注)「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当等の諸手当の合計です。

(4)職員の初任給の状況（令和7年4月1日現在）

     学校卒業後直ちに職員に採用された場合の初任給は、次のとおりです。

(各年4月1日現在、単位：人)　　　

   うきは市では、職員の意欲と能力の向上による成長、職員間の連携の向上及び組織
力の強化を目的とした人事評価制度を運用しており、その概要は次のとおりです。

一般職の職員

4月1日から翌年3月31日

業績評価：職員自ら設定した組織目標の達成状況及び達成過程を
評価
能力評価：評価期間内に発揮された能力や職務への取組姿勢・態
度等を客観的な事実に基づき評価

職員の人材育成への活用及び人事給与制度への反映

区 分 歳 出 額 人 件 費

A B

千円 千円

17,529,471 2,517,658 14.4%
６年度

13.3%

人

27,382

住民基本台帳人口 人件費率 （参考）

（令和７年１月１日) B/A 前年度の人件費率

区　分 職員数

A 給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　B

人 千円 千円 千円 千円
217 831,068 131,553 342,782 1,305,403

一人当たり
給与費
B/A

６年度

給 与 費

千円
6,016

区分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般行政職 300,700円 368,700円 37.4歳

技能労務職 353,300円 362,100円 51.0歳

うきは市 国

大学卒 220,000円 220,000円

高校卒 194,500円 188,000円

技能労務職 高校卒 194,500円 －

区      分

一般行政職
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(5)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和7年4月1日現在）

経験年数が10年、20年、25年、30年の職員の平均給料月額は、次のとおりです。

（注）該当する職員がいない欄は、「－」としています。

(6)一般行政職の級別職員数の状況（令和7年4月1日現在）

（注）１　うきは市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

(7)職員手当の状況

①期末・勤勉手当

 　職員は、従事する職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づき、その適用される給料表に定める
級に格付けすることになっていますが、行政職給料表が適用される一般行政職の職員の級ごとの標
準的な職務内容、その職員数及び構成比は、次のとおりです。

経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

大学卒 277,400円 348,120円 375,700円 408,325円

高校卒 248,025円 315,950円 334,150円 390,100円

技能労務職 高校卒 － － － －

区      分

一般行政職

職員数 構成比
最低号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

主事 30人 16.9% 183,500 円 258,100 円

主事 25人 14.0% 230,000 円 308,500 円

66人 37.1% 265,300 円 354,700 円

係長 ・ 主査 39人 21.9% 298,800 円 393,600 円

補佐 ・ 課長 3人 1.7% 321,300 円 401,200 円

課長 14人 7.9% 355,200 円 416,700 円

市長公室長・課長 1人 0.6% 408,300 円 450,900 円

４ 級

５ 級

６ 級

７ 級

区 分 標準的な職務内容

１ 級

２ 級

３ 級 係長・主査・主任主事

　(注)(    )内は、再任用職員に係る支給割合です。

－

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　役職加算　　　　　5%～10％ 　役職加算　　　　　5％～20％

　管理職加算　　　10％～15％ 　管理職加算　　 　10％～25％

 (1.4月分)  (1月分)  (1.4月分)  (1月分)

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　期末手当　　　　　勤勉手当 　期末手当　　　　　勤勉手当

2.50 月分 2.1月分 2.50 月分 2.1月分

う き は 市 国

１人当たり平均支給額（令和６年度）

1,506 千円

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）
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②退職手当(令和7年4月1日現在)

③地域手当(令和7年4月1日現在)

④特殊勤務手当(令和7年4月1日現在)

⑤時間外勤務手当(令和7年4月1日現在)

  

(注)職員1人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績(○年度決算)」と同じ年度の4月1日
現在の総職員数 (管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。)で
あり、短時間勤務職員を含む。

 1人あたりの平均支給額　14,489千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和6年度に退職した職員に支給された平均額です。

 定年前早期退職特例措置（2～20％加算）  定年前早期退職特例措置（2～45％加算）

 勤続35年　　　　   39.7575月分　    　 47.709月分  勤続35年　　　　 39.7575月分　     　  47.709月分

 最高限度額　　  　   47.709月分           47.709月分  最高限度額　　  　 47.709月分　 　      47.709月分

 その他の加算率  その他の加算率

（支給率）　　　      自己都合　　　　　勧奨・定年 （支給率）　　　     自己都合　　　応募認定・定年

 勤続20年　　　   　19.6695月分　   24.586875月分  勤続20年　　　　 19.6695月分　  　24.586875月分

 勤続25年　　  　    28.0395月分        33.27075月分  勤続25年　　  　  28.0395月分          33.27075月分

う き は 市 国

※令和７年度より支給しております。

市内全域 2.0% 224人 4%

支給実績（令和6年度決算） 0円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和6年度決算） 0円

支給対象地域 支給率　 支給対象職員数　 国の制度（支給率）

小動物処理手当 市民生活課生活環境係 小動物死骸処理 １件　　1,000円

死体処理手当 福祉事務所 行旅死亡人等の収容 １人　　5,000円

伝染病防疫手当 市民生活課生活環境係
伝染病菌の付着した

物件の処理作業
1回　　1,000円

手当の種類(手当数) 3

支給実績

令和6年度決算

299千円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
左記職員に対する

支給単価

支給実績（令和6年度決算） 299千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和6年度決算） 74千円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和6年度） 1.8%

支給実績（令和6年度決算） 60,346千円

職員１人当たり平均支給年額（令和6年度決算） 306千円

支給実績（令和5年度決算） 59,258千円

職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算） 302千円
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⑥その他の手当(令和7年4月1日現在)

(8)特別職の報酬等の状況(令和7年4月1日現在)

４ 勤務時間その他の勤務条件の状況

(1)勤務時間

(2)休憩時間

 一般的な職員の休憩時間は、12時から13時までの60分としています。

(3)週休日・休日

 職員の勤務時間その他の勤務条件は、地方公務員法に基づき国及び他の地方公共団体
の職員との間に権衡を失しないように考慮して、条例等で定めています。その概要は、
次のとおりです。

 勤務時間は、休憩時間を除き、１日について７時間45分、１週間について38時間45分
です。
 一般的な職員の勤務時間は、８時30分から17時15分までとしています。また、勤務の
特殊性により、この勤務時間により難い職員の勤務時間は、別に定めています。

 週休日とは、原則として毎週日曜日及び土曜日を、また、休日とは国民の祝日に関す
る法律(以下「祝日法」という。)による休日に規定する休日及び年末年始の休日(12月
29日から翌年の１月３日までの日(祝日法による休日を除く。))をいいます。
 なお、公務の運営上の事情により、特別の形態によって勤務する必要のある職員につ
いては、週休日を別に定めています。

市 長

副 市 長

議 長

副 議 長

議 員

市 長
副 市 長

議 長
副 議 長
議 員

給
料

報
酬

期
末
手
当

360,000  円

330,000  円

（令和6年度支給割合）
計　　3.45　月

（令和6年度支給割合）
計　　3.45　月

区    分 給  料  月  額  等

 816,000  円

652,000  円

410,000  円

手 当 名 内 容 及 び 支 給 単 価
国 の 制 度
と の 異 同

国の制 度と
異なる 内容

支給実績　

　　
(令和６年度決算)

支給職員1人当たり

平均支給年額
(令和６年度決算)

扶養手当

配偶者3,000円、扶養者
(子11,500円、子以外
6,500円)。16歳から22
歳までの子がいる場合1
人につき5,000円加算

同 25,000千円 277,777 円

住居手当 借家最高限度28,000円 同 17,858千円 297,633 円

通勤手当 交通機関・用具利用者 異なる 新幹線鉄道等に関す

る特例なし
12,664千円 78,172 円

管理職手当
７級 66,400円
６級 51,900円
５級 49,600円

異なる 支給額 13,482千円 721,800 円

宿日直手当

宿直勤務又は日直勤務を
命ぜられた職員に対し、
勤務1回につき5,000円
支給

異なる 支給額 355千円 6,698円
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(4)休暇

 一般職の年次有給休暇の平均取得日数  14.2日

５ 休業に関する状況

６ 分限及び懲戒処分の状況

(1)分限処分の状況

 次世代育成の観点から、男性の積極的な育児参加が求められている中、うきは市におい
ても、各任命権者が職員の子どもたちの健やかな育成のための計画(特定事業主行動計
画)を策定し、育児休業等の制度周知の徹底と取得しやすい環境整備を図っていくことと
しています。

 なお、令和６年度における育児休業及び部分休業の取得状況は次のとおりです。

 分限処分とは、職員が一定の事由によってその職責を果たせない場合等に行う処分の
ことです。令和６年度における分限処分の状況は、次のとおりです。

(単位：人)  

 休暇の種類は、給与が支給されるか否かによって、有給休暇と無給休暇に分けること
ができます。有給休暇としては、事由を限らず、毎年与えられる年次有給休暇と、特定
の事由に基づいて認められる特別有給休暇等があります。また、無給休暇として、介護
休暇等があります。

 なお、令和６年における年次有給休暇の取得状況は次のとおりです。

（令和6.1.1～令和6.12.31)

 育児休業は、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進する
とともに、行政の円滑な運営に資することを目的として設けた制度です。
 また、部分休業とは、育児休業をとっていない期間において、子どもを託児などしなが
ら養育しつつ勤務するための制度です。

(単位：人)

育児休業
取得者数

部分休業
取得者数

5 0

2 0

3 0

8 1

8 0

10 1
(注)「育児休業取得者数」、「部分休業取得者数」の欄の、上段には令和６年度に新たに育
児休業(部分休業)を取得した者、下段には育児休業(部分休業)の期間が令和５年度以前から
引き続き取得している者の数を記入しています。

男性職員

女性職員

計

区      分 降任 免職 休職 合計

勤務実績が良くない場合 0 0 0 0

心身の故障の場合 0 0 2 2

職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、
過員を生じた場合

0 0 0 0

刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0

合   計 0 0 2 2
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(2)懲戒処分の状況

７ 服務の状況

８ 退職管理の状況

(注)うち再就職者に、人事交流により国の機関へ赴任した職員は計上していません。

９ 研修の状況

(単位：人)

　また、新規採用職員に対して服務に関する研修を実施しているほか、各管理職等を通
して組織的に周知徹底を図っております。

令和６年度に課長級以上で退職した職員の再就職の状況は、次のとおりです。

　職員の研修は、うきは市人材育成基本計画に基づく効果的な研修実施と、意欲と能力
を高く持った人材の育成を図るため、計画的に実施しています。

　令和６年度の研修の実施状況は、次のとおりです。

　懲戒処分とは、職員の義務違反に対しその道義的責任を問うことにより、規律と秩序
を維持することを目的として行う処分のことです。

　令和６年度における懲戒処分の状況は、次のとおりです。
(単位：人) 

　職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっ
ては、全力を挙げてこれに専念しなければならないこととされています。

　うきは市においては、服務規律等の徹底を図るため、綱紀粛正の通知を行うほか、必
要の都度、職員の服務に関する指導等を行っております。

区      分 免職 停職 減給 戒告 合計

法律に違反した場合 0 0 0 0 0

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0 0 0 0 0

全体の奉仕者たるにふさわしく非行があった
場合

0 0 0 0 0

合   計 0 0 0 0 0

再任用職員 会計年度任用職員 民間企業等

3人 2人 0人 1人

うち再就職者
退職者数

受講者数

9

7

3

139

14

8

2

141

24

5

3

30

2

2

延べ79

延べ26
派遣研修

生成AI研修

管理職向けシステム研修

市町村職員研修所派遣

その他派遣研修

研修区分

新規採用職員研修（前期・後期）

新任係長研修

庁内研修

公務災害再発防止研修

ワークライフバランス研修

ハラスメント研修（管理職）

労働管理研修（保育所）

人事評価制度研修（能力評価編）

新任課長研修・人事評価制度研修(面談編)

人権・同和問題職員研修

メンタルヘルス研修（管理職）

採用面接官研修

人事評価制度研修（評価編）
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１０ 福祉及び利益の保護の状況

(1)安全衛生管理

(2)職員の健康管理

(単位：人)

（会計年度任用職員を含みます）

(3)利益の保護の状況

(4)職員互助会の状況

①職員互助会について

◎名称：うきは市職員互助会

◎会員数：229人(令和7年3月末)

②負担割合及び金額

③主な事業内容

　共済給付事業、福利厚生事業、相互親睦に関する事業、心身の健康増進に関する事業、

その他必要な事業

 うきは市職員互助会は、会員からの掛金と事業主からの負担金を主な財源として事業を
実施しています。なお、令和６年度の給料月額に対する負担割合及び金額は次のとおり
です。

　職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的
とし、労働安全衛生法及びうきは市労働安全衛生管理規則の規定に基づき、総括安全衛
生管理者、産業医、衛生管理者の選任並びに衛生委員会を設置しています。

　労働安全衛生法に基づき、職員の健康状態の推移を把握し、潜在する疾病を早期に発
見するため、全職員を対象に健康診断を実施し、その結果に基づく保健指導を行ってい
ます。令和６年度に実施した健康診断の概要は、次のとおりです。

　職員の利益は、勤務条件に関する措置要求制度及び不利益処分についての審査請求制
度によって保護されています。

　勤務条件に関する措置要求制度は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し団体協約
を締結することの認められない職員が公平委員会に対して地方公共団体の当局より適切
な措置が執られるべきことを要求する制度であり、また、不利益処分についての審査請
求制度は、不利益な処分を受けた職員が公平委員会に対して審査請求を行うことを認め
る制度です。

 うきは市職員互助会は、地方公務員法第42条等に基づき、職員及びその家族の福祉の増
進を目的に設立された職員の互助組織です。

区分 受診者数

法定健康診断 455

437

 歯科検診 352

 子宮ガン検診 86

67

65 前立腺ガン検診

国の指導勧奨等
による健康診断

主な内容

 総合健康診断

 ストレスチェック

 乳ガン検診

会員掛金 事業主負担 市補助金

負担割合 5.8／1000 1.0／1000 －

金額（千円） 4,823 816 1,963

8ページ



１１　勤務条件に関する措置の要求の状況

１２　不利益処分に関する審査請求の状況

区 分
令和５年度末の
係 属 件 数

令和６年度中の
申 立 件 数

令和６年度中の
処 理 件 数

令和７年度への
繰 越 件 数

懲 戒 処 分 0 0 0 0

分 限 処 分 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0

計 0 0 0 0

　勤務条件に関する措置要求制度は、職員から勤務条件に関し、適当な行政上の措置を求
める要求があった場合に、公平委員会が必要な審査をした上で判定を行い、あるいはあっ
せん又はこれに準ずる方法で事案の解決にあたるものです。

　令和６年度中に新たな措置要求はなく、また係属している事案もありません。

　不利益処分についての審査請求制度は、職員から懲戒その他その意に反する不利益な処
分を受けたとして審査請求があった場合、公平委員会が、事案を審査し、その結果に基づ
いて、その処分を承認し、修正し、また取り消す判定を行うものです。

　なお、令和６年度の状況は次のとおりです。
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